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ギリスエ場法思想の源流（その2 )
一工場監督官レナ - " ド • ホーナーの思想について一

武 田 文 祥

序

( 1 ) 十時間法運動の思想

( 2 ) 1833年王立児童雇用委員会

( 3 ) エ監督官就任以前のホーナー 

(以上72卷5号:）
( 4 ) ホーナーによる工場法運営

1 . 出発点におけるパターナリズム

2 . 規則的労働の»
3 . 標準労働日の思想

4 . 労働者保護の思想

( 5 ) まとめ

( 4 ) ホーナーによる工場法運営

1833年以後，監督官としてのホーナーの在任が終わる1859年までに工場法は飛躍的に発展した。 

その問の主要な立法とその内容とを略記すれぱ，（i ) 1844年法；1833年法の発展，婦人労働者への 

規制の拡大 00 1847年法；十時間法案の成立脚1850, 5 3年 法 ；標準労働日の制定，があげら 

れる0 '
ホ一ナ一による工場法運営がこれらの立法と密接に関連していたことはW うまでもな、、が，ここ 

での課題は彼の思想の解明であり，工場法の変、遷についての詳細な説明は他書に譲りたい。主題を 

ホーナーその人の思想的推移に置く場合，明確な時期区分は難しい。むしろプロr スタントとして， 

ホイダグの感蒙主義者として彼の理念は終始ー贯变わらなかった，と兄るのが妥当だろう。だが日 

常的な運営をとおしての彼の工場法思想には漸次的な变化が認められる。 この場合策者は1844年 

法の意義を重視し，それによって彼の任期を二分しうると考えた。その理由として，第-^に同法の 

主要な目的は1833年法の不備を補うところにあり， それまで不安定だった工場法運営は漸く軌道 

に-乘ることができた，と見ることができ，第二にこの法雄はホーナを中心に•■監督官の忠告と発
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「三旧学会雑誌J 73巻 4 号 （1980年8 月）

議J に; ^ うところ極めて大であり，1833年以来の彼らの仕事のひとつの決算とみなしうるからであ

る。そして筆者はこの大区分に基づいて，それに前後する時期を更に二分して，次の四つの時期区 

分を行ってみた。 .
①1833〜38年ホーナーにおける出発点。

②1838〜44年法改正に向けての準備期。

③1844〜50年標準労働日制定に至る活動。

④1850"^59年ホーナーまらによる工場法運営についての総括。 ’
以下ではこの区分に基づいてホーナーの思想的推移を追ってみたが，時期12：分はあくまで使宜的 

にすぎない◊ホーナーの工場法思想は彼個人の内的なモチーフと，日常業務における実践的な課題 

との交錯した地点に浮びあがってくるのであり，筆者はこの相互関係を解きほぐして,彼の思想的 

全体像を追求することに主眼を置いた。

1. 出発点としてのパターナリズム

ホーナーによる工場法運営を解明するに際して，まず彼ま身の出発点が確認されなければならな 

い。1833年，工場監督官の任命を承けた時点において彼の工場法に対する動機はいかなるものであ 

ったか。特にチャドウィックによる改草に対する彼の位相が注目されるが，少なくともこの時点で 

は彼がベンサム的改革の理念とは無縁だった，と思われるぎ実が浮びあがる。そのひとつの根拠は 

王立委員会におけるホーナーの報告書であり，他は監督官の任命に至る経過である0
王立委員会の地区委員であったホーナーは特に注目に値する報告唐を書いていない。彼はクエ -  

ルズを舍むイングランド西部の地区を担当したが，ここでは工場制度は未発達であり，児童労働の

弊害は殆ど確認されていない。むしろ健康面で:も道徳面でも工場労働者の健全な状態が報告されて
(2)

おり，そのため彼は工場への法的干渉の必要性を西定する。それは他の地区報告書と同様の生産力

視点につものと言■えるが，ホーナーの場合この認識を支えるものとしてバ ターナリズムの要素が 

顕著である。彼は工場制度の単越性を記する傍ら，工場主による労働者のための教ぜや福祉など， 

慈恵的行為の例を数多く記載する。 「我々は至る所•で製造業者が工場の若者たちの教まを奨励し， 

近隣の学校に通うのを援助しているのを見出した◊雇主と労働者のあ、だに親近感が通っているの 

を見るのは気持が丧いものである。そして我々は，製造業における労働制度は労働者の一般的福祉

注（1) ri844律法が蓝督宵の忠告と発議にいかに多くを良うているか，すなわち，その最もffi耍な諸条項がかれらの提案に 

よるということを念賊に®;くべきであるoi B. L. Hutchins axid A. Harrison, A History of Factor：)  Legisla- 
む》"，London, 1911,1) .8 5 ,邦訳rイギリス工場法の歴史j 85貝。

( 2 ) エ立委員会におけるホーナーの報告には次のような記述がしぱしぱ_MUiされる。r概して我々 はとの地区の工場にお

ける兄！ii'lUHに開して........法め干渉の必要がないと'とをi i 山した<J Report from Royal Commission on Chiレ
dren’s Employment, 1833, First Report, B-1, p. 30.



^  ャ (3 )
と矛盾しない， と主張できる。J ここにあるのは単にトーリー派の攻撃から雇主侧を抑護しょうと

する姿勢だけではあるまい0 むしろ労使関係へのオプティミズムに基づいて，両者の一休化した開

係が展望されている0 それは王立委員会の改苹提案が，労使の対ぎな取引関係に基づく自由契約の

原理を前提としていたのとは対照的と言える。

次に，ホーナーの監督官任命に至る経緯であるが，そこでは彼が選ぱれるべき必然性はうかがえ

ない。むしろチャドクィックは監督官の人逃にっいて明からさまな不満を示していた。1833年改苹

の主役であった彼にとって，監督官の人選は工場法の将来を決める重要事であったが，法案成立の

直後から彼の存在は政府に'ょって全く無視されてしまう。四人の監督窗及びその配下の副監凝官た 
(り
ちの任命はホイッグ政府の党略として行われ，ま̂実上の売官行為に類するものであった。任命され

た人物の殆どがホイッグ党に関係ある人々であり, ホーナーの場合も亡き兄フランシスのかっての

功績に鱼うもの大であった。チャドクィックはこの行為を怒り，政府にょる人選を「取り引き」と
( 5 )

呼び，選ぱれた人々をr最低の党利党略的人物j と評した。彼はのちにホーナーを評価するに至っ

たが，任命当初は不信感を抱いていた。’十、'-ナ一は王立委員会での調査に際してチャドクィックか

らの指示を殆ど無視し，その報告書は何ら役に立たfsJ}、った。

こうしてホーナーがベンサム主義の改革構想から逸脱する人物と見られていたことが分る。彼も

少年時代からの兄の影響もあって，ヒュームにょる功利主義学説の洗礼をうけてい7 こン。だがスコジ

トランド啓蒙主義を受け継ぎ, 『チジンバラ• レビュー』の系譜に属するホーナーは， ロンドンの

ミドル• クラス急進派の一員としてウュストミンスタレ♦レビュー』に拠っていたチヤドウィの 
(7 ) *

クとは，思想的にも人脈的にも明らかな相違が見出せる◊少なくともここまでの記述にょって，雨 

者の差異は社会観と道徳観とのニ面において指摘できょう。

まずチャドクィックにとっての社会はあくまで個人を単位とするものであり，白立した個人が契 

約にょって結ばれる集合において社会が存在する。そして，この個人主義原理の延長線上に厳格な 

功利計算を行う国家が措定されている。これに对しホーナーの社会は，温和な人間開係を構想する 

ものであり，指導的地位にある人々が庇護と扶助を行うことで成立している。そして道徳観にっい 

ても，チャドクイックのそれが勤勉と儉約による合理的抽象的内容であるのに対し，ホ™ナ一の場

イギリス工場法思想の源流（その2 )

注（3 ) ibid, p. 108.
( 4 ) 1833年法では工場監督官（Factory InspectoiOとともに，その配下としてSupeHntendentが任命された。こ 

れは1844银法によってSub-Inspectorと改称されたが，本稿では共に‘ r副監督官J の訳をあてた。彼らは監普官1名 
に2 ~  5 名程わりあてられ，ホーナーの場合，概ね4名がつき従っていた。

( 5 )  S. E. Finer, The Life and Times of Sir Edwin Chadwick, London, 1952, p. 67.
( 6 )  B. M artin, ‘Leonard Horner; A  Portrait of an Inspector of F actories’, International Review of 

Social History, Volume XIV, 1969, p. 4 2 1 .,
( 7 ) チャドウイッ夕と『ウエストミンスクー‘ レビューJ の急進主義まとの関係については，S. E. F iner, op. cit., pp. 

2 8 - 3 7 .またペンサムを中心とするr哲学的急進派j の運動については，E. H alもvy , The Growth of Philosoph
ical Radicalism  を参照《

•ー~-  8 1 (5 7 £ ? )— -



学会雑誌J 73巻 4 号 （1980年8 月）

合には具体的なキリスト教倫理という至上の価値力';存在する。

1833年，ホーナーはスコットランド地域を担当する監督宵として着任したが，3 6 4 p ,マンチェス
( 8 )

ターなど北部工業地帯を担当して、、た監督官が過労で倒れるという事件があり，急遽これに代って 

同地区へ転任した6 転任当初の彼の担当はラソ力シャ- •の他にも3 — クシャ一の羊毛工業地帯を含 

んで膨大な工場数であったため，法の監視は難しく，彼は担当地域の^5区分を要請した。翌 3 7年 

S 月にこれが容れられ，ヨ^クシャ一は彼の担当から切離されて各監督官が受持つ工場数ははぽ齒

図1 初期における工場監督官の担当地域（1837年以降）

ホーナー Leonard Horner 社任; 1833〜 59年
ハウェル T . Jones H o w e l l ，， . 1833〜58ゴP
ソーンダース Robert J. Saunders " 1833〜51ゴ
スチュアートJanies Stuart " 1836〜49ぶ!三

W. Thomas The Early Factory Legislation, 1948, p. 225をもとに作製。1 837似前の配ほ地図は 
ibid" p. 160#M„ 1837年における管IXの変更については木文（注9 ) 参照。1S59年以佈の变化については本文（ま 

とめ）参照。

注（8 ) イングランド北西部におけるホーナーの前任者はリッカーズ（Robert R ick a rd s)であったが，彼は1836印̂ 6月過 

労のために倒れ, その5 H後にホーナー力;急嫁粒任した。なおスコタトランドせ'区の後任にはスチュアートJames 
Stuart が新たに任命され/こ。M, W. Thomas, The Early Factory Legislation, London, 1948, pp. 98~99.
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等することとなっ(li)。U 後 1 9世紀联ぱまで続く四人の督官による管区体制を《因 1 》に示し 

た。

この間ホ-■ナ一は監督官としての手腕を次第に発揮するようになウ, 1840年頃には政府からも
(1のr最重要の監督官J として嘱望されるに至る。1833年の改本で傍流に位置するにすぎなかった彼が， 

法の運営において卓抜した手腕を発揮するに至った理由は何か。これについて我々は，法の執行に 

際して睦督官たちが遭遇した困難な状況と，それを打するために採ったホーナーの施策のニ面か 

ら考察してみよう。

法の施行を委ねられた工場監督官たちが当初に直面した困難な状況として，次の三点があげられ

る。第一は，監督官としての自らの行励様式に関わるものである。藍督窗という職称そのものが新

しい試みであった上，法の立案者たるチャドウィックを欠いて，匹!人の監督官たちは独力で、その運

営方式を確してゆく必要があった0 しかも，1836年まで政府の工場法に対する姿勢は確たるもの 
(11)

ではなく，彼らは暗中摸索で進まざるをえなかった。

第二に，新しい親制，特に監督官制度に対する周囲の抵抗があげられる。工場主にとって規制の 

拡大を意味する3 3年法が欲迎されるものではなかった上，工場への立入り権限をもつ監督官に对 

しては，私権への千渉として強い反発があった.労働者の侧にとってもホイッグ政府の監督官に信 

を置くことがてニきず，当初はそれを工場主の同盟者として労働運動へのスパイと見なしていた6 
第三に，法の条文における不備があった。1833年の法が最初から完全であるはずはなく，施行上 

の困難が山積したが，特に法のニ大目的である死童の労働時間短縮と，その教ま確保を達成するた 

めには，法の条文は極めて不十分であった。工場制度のもとでは见童と成人の労働とは分ち難く結 

びついており，成人労働に揪響するととなく见童労働のみ親制するという困難な課題について， さ 

しあたり考えうる方法は次の三つであった。 1 ‘ 兄蜜だけ先に帰し，その後は成人と年少労働者だ 

けで操業を続ける方法。この場合，児童の補助労働力を欠、たまま生産を続行すると、、う無理があ 

り，この方法を採用する工場の数は少なかった。 2. 童を全て解雇する方法。新法のもとでは児 

童を履用する場合, そのための教W it保や，年齢確認など，工場主にとっての資担が大きかった。 

そのためふを童を解® して煩琐な手続きを免れようとする工場主の数は多かった。だが解®された

イギリス工場法思想の源流（その '2)

注（9 ) 1837年における想=区体制の改変によって4 人の工場督官の受持工場数は次のようにま;b った。ホーナー（巾部池区） 

2,860-^1,484 ; ソーンダース（東部地区) 3 0 0 -> 1 ,193 ; スチュアート（北部地区）600->600 ; ハクエル（四部地区） 

500~>1,006。ibUL, pp. 98 **̂ 100, p. 361,
(10) B. Martin，op. cU', p. 428,
(1り 1836年3 月商務大tSのp . トムソンは，1833ィf̂法が十分に施行されていないととから，その实効力を大賴にお}め,児窗 

の労働時間規制を緩和する法おを提出した。これは十時IfU運動からの激し、、抵抗を生み，遂に政府もその上®を断念し 
すこ。そして同6 月，内梭大Hiラ 'ッセルは33サ:法の施行に努力する，との政府声明をだした0  M. Wi Thomas, op. ciし, 
pp. 88~93.

( 1 2 )労働密による工場敏督赏に対するスパイ祝が誤解であったにせよ，政府や内務おの伽にその意向がなかった，とは言 
いきれないP 当時の激しいチャ一チズムの潮流Q中で政府はとれ'を藍€祝する役を工場監督窗に押しつけようとした形趟 
があり，184D年にそれが十時間法連動のプィ" ルデンによって暴露され，政治II腿化する事態が生じた。ibid" p. 110.
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童たちが新たな職を求めて，法媒制の対象外である条件の悪い作業場に向かうことは明白であり， 

法本来の目的からしてこの方法はI沮止されねばならなかった。 3 . リレー制度。この場合，雇主は 

複雑な作業計画を立てねばならず，また児童の数を従来以上に確保することも必要であり，容易に
(13)

は採用されなかった。

就任後間もない1834年 7 月， 4 人の監督官によるジg イント • レポ'-トにはこの苦境に陥って

いる様子が明らかに読み取れる。r労使双方に害を及ぼすことなく，児童の労働時間を週4 8時間に

制限することは完全に不可能ではないにせよ，実現は極度に困難である……。多くの場合， リレー

制度に足りるだけの兄童を息出すことは不可能であり，もしリレー制度が採用されなければ成人労 
(14)

働を親制せざるをえない。J
この困難な状況を打解するためホーナーが採った政策の特色は，雇主を啓発し，その協力を仰ご

うとするバターナリズムの方針にあった。まず，彼にはリレ-*制度こそが工場法の実施を可能にす

る唯一の策で！)る，との強い確信があった。 リレ一制度は児童め労働時間を短縮するだけでなく，

教ま時間の確保をも可能にする，という意味で重要であった。むしろホーナーにとっては児童の教

ぎこそが中心;弾題であり，労働時間の想縮はそのための手段にすぎなかった， とも言える。「法の

この部分（教ぜ条項）こそは最初から私の特別の目的であった。私はそれを児童のために最も価値

ある立法であり，むしろ彼らの健康以上に強く望まれていた法的干渡だ，といつも考えていたから
( 16) .

である。」

ホーナ— の工場法運営への最大の動機は児童の教ぎにあった。そのため教ま条項こそは何に代え 

てもま現きれねばならない。1833年の法律は譲会の修正もあって，監督官の教言権限はごく限られ 

たものでしかなかった。当時の学校教まは，質，量ともに極めて貧弱な状態にあったが，監督官は 

学校の教ぎ時間や教育 内̂密にまで介入することはできず，乏しい学校施設を補うための資^!^にも 

欠けていた。

ホーナーは殆ど不可能と思われた教育 条̂項の達成のため，工場主の協力を得ようと運動する。ェ

r三ffl学会雑誌j 73巻 4 号 （1980年8 月）

注(13) ibid., pp. 83-84.
(14) Report from Factory Inspctors, Joint Report, 28th J u ly ,183も以下では工場監督官報告書は F. I. R .と 

略。

(15) r工場労働と教育の紹合は児まのジレー制度によゥてのみ達成可能であるリレー制度の採用に必要なのは僅かな 
‘労力と费inだけであり， 際上の困難はない，というのが私の意見である。J F, I. R.17th August, 1835, p. 4.

(16) F. I. R. I2th, October, 1836, p - 1 0 .力タコめは策进。

(17) 1833年法では監齋窗は学校長の通学証明を！;g祝する権限しか与えられなかったが，1844年法によって，監督官が教ま 

能力なしと認めた学校丧に対しては，その通学証明を不適格とすることが可能になゥた。（第39項）The Statutes 
Revised Vol .W pp. 243 〜244.

(18) 1833キ:法の第22巧では監督官に学枝を劍設しうる権限を与えていたが，そのための资查源については金り触れておら 

ず，ホど死文に等しいものであった。それゆえ近!舞に学校のない廣村地帯では教育条《め達成は難しかった。ただし同 
法の第665Tれ，は，法の違反者による前金額‘を監督官力t辕立てて，学校施設への補助金となす権阪が'与えられており，ホ 

-•ナーもこれを與行した0例えば1847年には上姻180ボンド，下期173ポンドが種々 の学校に下付されズいる0  F. I. R. 
17th May, 1847, p, 6.
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場の近隣に学校設備がない思合，工場主の手で学校を建設するよりはかない0 この目的のため，彼
(19)

は工場主にバンフレットを配布してをの啓蒙活動に力を注ぐ。ラン力シャー管区に転任の直後，彼
(20)

は訓鑑督官に指令をだし，工場主に対しrできるだけ情報や援助を惜しまないようJ 指示する。彼 

はまた，学校建設だけでなく， リレー制度採用のためにも雇主の啓発に努める。すでにスコットラ

イギリス工場法思想の源流（その2 )

表 1 一A ホーナーの管区における違反件数I836〜40年 （四半期ごと） 

' 〔提訴件数，及び違反とされた件数（力 内）〕

1
1836

• in
36
IV

37
I

37
n

38
n

38
1

38
IV

39
I

39
n

39
in

39
IV

40
I

40
n

40
IV

9 歳以下の児童の雇用
5

( 4 )
8

( 6 )
5

( 3 )
— 1 — 一 2 — 11 11

一 . 11
—

13歳以下の児童の長時 
間労働

106 ( 9 4 ) 83(81) 81(62) 47(35) 41 40 (30) (3り 42
(34)

16
(11)

15(12) ( 5 )
6

( 4 )
3 4

( 2 )
5

年少者の長時間労働
18 

( 1 8 )
24(19) 24(22) 7

( 6 )
3

( 3 )
10

( 8 )
4

( 2 )
3

( 1 )
2

( 2 )
5

( 5 )
9 一 6

児童，年少者の夜間作 
業

一 5
( 4 )

6
( 5 )

1 21 — ____ ____

1
____ ____ ____

児童，年少者の食事時 
間内労働

10
( 9 )

— 3
( 3 )

10
( 9 ) '

41 7
( 3 )

4
( 1 )

6
( 1 )

6( 6 )
— 2

( 2 )
一

一

一

児童，年少者の無登凝 
での雇ffl

66(60) 32(31) 60
(51)

34(27) 25
(15)

17(13) 16
( 7 )

8
( 7 )

1 - — 1
( 1 )

— 一 —

児童，年少者の年IME 
明なしの®用

50(42) 24(18) 39(36) 21(15) 22
( 9 )

16
(14)

14
( 7 )

10
( 6 )

15
(13) 一

4
( 4 )

9 6
( 6 )

4
児童の通学証明なしの

i m
90(82) 68(55) 85(78) 45(36) 43(23) 29(24) 32(24) 14

(10)
22(20) 8

( 8 )
6

( 6 )
9 5

( 5 )
4

児帝，年少者労働時間 

への不記入

114(105) 65(51) 84(72) 42(33) 14
( 7 )

17(17) 6
( 2 )

5
( 4 )

6
( 1 )

5
( 2 )

5
( 5 )

1 1
( 1 )

4

登録,飄明への偽り記 
入，注意書掲示の,怠り

8
( 7 )

28(21) 20
(14)

9
( 8 )

25(15) 49(42) 23
( 9 )

3
( 1 )

13
(12)

4
( 4 )

3
( 2 )

1 1
( 1 )

6

工場の定期清掃の怠り
10(10) 5

( 5 ) 一 6( 4 ) 12 (1の ( 4 )
2

( 2 )
1

( 1 )
1

( 1 )
6

( 5 )
1 1

( 1 )
1

児童を違法に働かせた 
両親 一 一

18
( 5 )

1
( 2 )

9
( 9 )

35(22) 13
( 4 ) ( 3 )

4
( 4 )

------ 1 1
( 1 )

一

そ の 他
27(25) 18

(10)
13

(11)
38(25) 16

( 8 )
8

( 8 )
5 6

( 2 )
1

( 1 )
1

( 1 )
------ ------ 2

( 1 )
---------

^ 1 + 提訴件数 504 360 438 255 208 214 185 89 88 33 42 33 22 30
違反とされた件数 458 291 362 194 114 179 112 50 71 29 38 19

(注）Factory Inspector Report 1836〜40より作製ひ 但し1840年祐I四平期，及び第IV四半期については提訴件 

数のみ。なお違反行為の数え方については本文（注2 4 )参照。また1837#館！!期までと，それ以降とでは担当 
地域に墓がある。（注9 ) 参照。

注（19) 1835坪.ホーナーはr工場での学校建設のプラン』と題するパンフレッ卜を作り，工場主に配布している。1838ザにも 

r都市における工場敷地内学校雄設への提案j と題するプランを発-5??している。そのめ容は近隣する幾つかの工場が資 

金をだしあって学校を建設すろものであり，このジ3 イント*スク一ルの計画は1830；{ド化のエ楊監督赏たちが熱心に運 

勘したものであったが，殆どは失收に帰した。F. I. R .15 th  Januat-y, 1838, pp. 38-39 .
(2 0 )  r例えば他所で成功している力法について，特に最も困雜な教ま条項に関して助言すべきである。学校が工場に付腐 

している稀な場合を除いて，法の条文に従うととは極度に困難である。".".それゆえ工場主への按肋がなければ披は13 
歳以下の児-まを解肩するはかない。こうして法が成立した時の目的は完全に破衆されてしまうoJ F. I. R .1 2 th  Octo
ber, 1836, A ppendix No. 4 "Copy of a L etter from  Mr. H ofiier to his Superintendents, 20th July, 
1836" p . 19.
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("̂ 1)ドを担当していた時から，彼は工場主との会合を行ったりして，積極的に接近する策を採りてぃ 

た。

さらに彼の資和策は，法の執行面にも現われていた◊工場監督官は違反した工場主に対し，労働 

者に代りて訴えうる権限をもつていたが，初期のホーナーはその権服行使を疲小限に止どめ，重大 

な違反でなければ警告で; 理しようとしていた)。だが彼は決して違反行為を放置していたのではな 

かつた。ランカシヤー管区に赴任の直後，彼はこの地区で満足に法が施行されてぃなぃことを見出

r法に対する完全に無視の態度J を嘆いてい(I)。彼の管12：で提訴された違反付缴の推移は《まさ

表 1 — f i ホーナーの管区における違反者提訴件数1S45〜5 0年
r~T T 845"

下期 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59
児童の長時間労働

児童の牛前.午後を通じての労働
8 7

年少者の長時間労働

夕さ童，年少者の士曜半日制違反 

児童，年少者の食事時問内労働 

児童，年少者の危除®所での労働 
安全fflの必要な後械の囲いの怠り 

工場での事故の因師への不通告 

児童，年少者の無登録の雇用 

児童，年少者の年齢！！明なしの雇用 
児童の通学証明なしの雇用 

児宣を通学させな、両親

工場の定期淸掃の怠り

副監督官業称への妨害 

そ の 他

合

3 11 4 2 7 6
3 13

- 3
26
3

2
4

12

4
11

22
13
123 101 11

2
214

13 12 
1 1 1 7

2
4 3

5
16
14
12

2
5

15
2

32
26
17
8

1
 

4
 

3
 

2
 

3
 

0
 

1

1

T
 

1
 

7
 

1
 

7
 

8

I 

I
X 

i
A

6 3 5 6
4 11 7 7 6 10 13

2 1 5  4
— 4 3 8 4

12 2

11
7
4

118
18
7

5
11
4

1 1 1 7  • 14 18 10 4 5 13
16
6
1

14
1 1
3

14
12
3

21
8
4

10

5
3

11
2
2

15 18 
19 14 
8 6

2 1 1 1  6 2 3

10 4 3 5 2 3
4 1 4 1

計

(注）F . 1 .R . 1845〜59より作製。児Jjf労働者はS〜13歳，ゴ}-こル'労働者は14' 
全く同じ扱いをうける。 -

79 139 68 54 75 79 54 63 115 91 95 73 75 99 100
'18歳，また婦人労働者は少者ふ

1 》に見るとおりであるが，初期におけるれい違反状況は直ちに判明するだろう。しかもルぎ 

れた違法行為が治安半隙によって却下されることも少なくなかった。彼の管区では治安判事が工場 

主，またはその関係者で占められる場合もあり，t o の判決に多くを期待できなぃ状況でぁっナ，

注(2り Thomas, oJ\ c it‘, p. 77,

うる》 をもっているが，違反する:t 誠認められなけ 
0 , 注と'ど总ゥナしにすきないものとして我々 は訴訟行為には訴えないoj F, I. R. 30th September. 1838, p.

(23) F. I. R ,12th October, 1836, p. 4,

8 6 ( 584 )
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さらに33年法の条項では，違法行為に対する処罰は概して軽課となりがちで^ 4̂ , 法に従うよりは 

罰金をま知で，あえて違法行為を行うことに利益を見出す，という工場主も稀ではなかった。これ
(25)

らの問題点は1844年法で拔本的に改正されるが，違反に対する処置が円滑に行われるようになる

のは，世論の工場法への理解が深まる19世紀半ばまで待たねぱならなかった。

ホーナーの伝記作者マ ー チ ン は ， 初期における彼の肴和的な政策が，これら同法機構の欠赂や立

法の不備など，周四の困難な状況から生じたr不可避的な反応であったJ と説明していひ!))。ホ一ナ

一の行動が困難な状況を打開するための窮余の策であったことは理解できるが，それとともにこの

方針によろうとした彼の内的な動機も無視できない。彼の工場主に対する協力的な態度は，廣主の

役割に対する彼自身の期待を物語るものではあるまいか。一体化した労使関係を志向する彼にとっ

て；訴訟行為に訳えるよりは履主侧の自発性に呼びかける方が適わしい。

だがラン力シャー管区に赴任し，大規模な違反状況に遭遇して以来，この楽観的なバターナリズ,
ムは維持し難くなる0 ここでは彼の啓蒙活動は容易に通用せず，結局 1837年ぎからの不況期には

(27)
いるまで彼は十分な法の遵守をもたらせないままでいた。しかも工場主の侧ではホーナーの行政に 

対する不満が高まり，工場法反対運動へと発展してゆく。1837年，経済学者ナッソー，シーニ 3 ア 

による有名な;n場法批制はその一環をなすものであった。

シーニョアはこの年，「1833年法の効果J を調査するため，北部工業地帯を訪れ， その結果を商
(29)

務大臣あての二通の手紙として公表した。第一の手紙は，有名な「最後の一*時間」の理論に基づい 

て，十時間法案や，労働時間規制の更なる拡大に反対する内容で'あり，第二の手紙は，現行法への 

批判を専らその運営面での問題点において指摘している。例えぱリレー制度は，児童労働力の不足 

や交代時におけ^る中断，その他の焼3我な手続きのため殆ど採用されずに「概して失敗に終わったJ 
と見る。ほかにも実行不可能な教育条項や，監督官による頻繁な条例制定，手続き面からの違反取 

蹄り，等のため工場の操業に支障をきたしている，と主張する。

チャドウィックの求めでこれに反論を提示したのがホーナーであったが，彼の論旨は，第一にシ

イギリスエ場法思想の源流（その2 )

注(24) 1833年法の第によれぱ，意図的，又は全くの怠慢による違反を除いて，治安判事，又は暨督官は，罰金を1 ポン 

ド以下に軽級し，あるいは告訴を取り下げるととができた。また筋4 3 ® こよれば, 同種fflの逸反行為は一件と数えられ 

たため, ，例え数十人の児Mを違法に働かせても，罰金は一人の場合と変らなかった◊ U. R. Q. Henriques, Before 
the W elfare S ta te  London, 1979,p. 104/

(25) 1844年 法 の 第 は ，提Hffの審理に際してそれに関係する工場主やその鋭類が'冶安制事となることを不適格とし，第 

4S獨は，審理の際の治安1網Vの数をひとりから二人へと改めた。また，罰金の湖額（第56饥）や，flf訴/i1;け出期問の延 

長 （第445むも行われた0 S ta tu tes  R evised  V o l .K  pp. 245-250
(26) B. M artin , op, cit., p. 430.
(27) F. I. R. 6th June, 1837, p. 5.
( 2 8 ) ナッソー♦シーニ a アは!837ゴfし*5月から4 月にかけて有力な；I：場主3 人を伴ってマンチ:スター工業地带への訪問を 

行ったが，この調は政府の同意をえたr半は’公式的J なものであった，という。S. Leon L evy, Nassau fV. Se
nior 1790-1864’ Plym outh, 1970, p p . 106〜107. .

(29) N assau  W . Senior, L e tte rs  oti the Factory A ct, London, 1837.
— 87 (5<S5) —
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" 二ョアの最後の一時間理論の非現実性を説く点にI , 第二に，シーニョアの調査が專ら工場法 

に偏見を抱く工場主の見愈で固められていることを突く点にある。波は， リレー制度が円滑に運営 

されている工場の例をあげて，法の施行に好意的な工場主が少なくないことを示す。悪質な違反を 

繰り返す「モラルの低い工場主J に対して，常に法をホる rよく規制された工場J を引き合いに出 

すホ ' - ナ一の論法は，その後の報告書の中でもしぱしぱ見られる。この対比的な論法のうちに，彼 

のノ々ターナリズムのモチーフが生き続けていることが読み取れよう。

2. 規則的労働の概念

初期のホーナーが採った，工場主を啓発し，その協力を得ようとする政策は，大工業地帯ラン力

シャーで実施の効をあげてゆくためには不十分であった。この地での夥しい違法行為に対しては純

技術的に，释験的に対処してゆかざるをえない。1830年代後半から40年代初頭にかけて,彼が採

った措置の多くは，些細な法の不備に対処するためのものであった。例えばそれは，见童の年齢確

認のための医師の任命；機械の故障による損失時間の埋合わせの; ^ ；食事時間や士曜の半日制，

及び体日に開する諸規則； 童の労働時間確認のための作業時間表；そのための公式時計の設置等 

々であった。

大量の違反は公然たるものを除けぱ，殆どがこれら細則上の不備から発したものであり，ホ一 ナ 

一ならずとも法の運営にあたる者が最初に解決しておかねばならな、、課題と言えた。 こ の技術的な

注( 3 1 ) ホーナーはシーニ 3 アが工場の利潤率として算定した10%の数字は過少評価であり，多くの工場がそれ以上の利益を 

あげているとする。L. Horner, "Letter from Mr. Horner to Mn Senior,"むi N* W. Senior, iW ., pp. 31〜32. 
ホ- ナ- に ょ 广 デ は 1こ37年 5 月4 日ポリティヵル. ェ コ ノ ミ ー .ク ラ プでの工場法問題を討論する月例镇会がき:

(32) i■法は，例えぱグレッグ夹人の会社やアッシュワ- ス， アシュトンなど'の工場のために雌化されたのではない。 

もし全ての工場がそれらや，私が举げうる他の工場のようにふるまっていたなら，おそらくいつの時でも立法の必耍件. 
はなかったたろう。しかしながら纯感で道徳水準力’、低く，金のことしか眼中になく，児のことは金勘定の面でしか気 

にかけていない工場主は少くないoj "Letter from Mr. Horner to Mr. Senior，，in N. W. S e n i o r , c it, p.

(33) 3̂ね货の年歸を確認することは当初から困難な課題であった。1833年法では医師が発行した部̂明書に，治安判事又は監 

督宜が署名する方法を採った（第I2項）が，» が顯客である工場主や労働者の意のままになることが多く，治安判 

による割^も全く形式的にしか行われなかった。そのためホり，一の前任者であるリッカーズは，年酌証明を行う医飾 

は!&督官か任命した者に限るとの方法を採用し，ホーナーもこれにならって，そめ後1844年法で成文化された（第8
( 3 4 ) 機城の故障，特に水力工場での渴ネや取水による操業体止時in]の}M合わせ方法について違法行為が発化し易か◊た  

f ミ督货たちはとれを阻止するため® 々の方法を試たが，1844银法では，城合わせは機械が完全に停止した場<1̂けこ限ぶ1  
され，それも水力工場にのみ服矩された（第33項)o

(35) 1833年法は年少者に1 卿 {伴の顧 ！:II綱を躲定していたが，それがいっ， いかにして行われるぺ きか，にっいては何 

ら言及しておらず，又9 時|{Sjの労働を行う児意については食2jf時liyの规定すらなかった（敏 6項)。1S44か:法では，ギ 

後3'ltiばでに必ず1 1綱の如崎問を含めての1時間半が躲定され，また半H労働の児-まに対しては作衆時問が5時間 

を越えない間に30分の体憩時間をとるよう矩められた休日に偶しても33；?[-<法の'第9獨はクリスマスと^金 

昭日の2 日問，2^び年S 日の半日労働を定めていたが，その採州は労働者のI他意まに委ねていたため明確な縦とは 

ならず，184怖法で始めてクi ま，命:少者への法定の祝日が定まった（ほ37此
■一一■ 88 (586-)



M. W. Thom as, op‘ ciL, p. 145.
タイム，プシクの発展過程についてはトーマスの箸書に具体的なかたちてマ!^して急る。版I，PP，336〜345. 
ibid、P，144.
F, I. R ,1 2 th  October, 1836, Appendix No. 7. p, 24. '
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措置が蓄積され, 柴大成されて初めて，工場法の安定した連営が可能となる。イギリス工場法史の 

上でこの過殺は1 8 44年法に結実してゆく時期にあたる。初期工場法の歴史について* いたM ，W - 
トーマスもこの経過を次のように言う。 r効果的な機構は法の執行に欠かせないものであり， それ 

は経験の光によってのみ進化してゆくことができる)。J だが， 工場法進化の全行程を経驗的な要因 

にのみ帰する. ことはできない。ホ~~ナ^ が初期の試行錯誤の中で培った経験の蓄積は，彼自身の動

機と密接に関遮していた。

この時期にホーナ一がたてた諸規則は雑多なものであるが，その中にもひとつの思想の糸をたど 

ることがでぎる。それは工場労働に関する規則性，なk、し一元的な時間規制への志向であり，具体 

的にはのちの標準労働日思想の萌芽となるものであった。

それはまず，作業時間に関する諸規則の中に見出せる。児童の労働時間を効果的に規制するのは 

困難な課題であったが，ラシカシャ一管区におけるホーナーの前任者リッカーズは独自の方法を考 

案した。彼は兄童の作業時間や休憩時間を表にしたタイム• チープルを作り，雇主側に記入を妻請 

した。ホーナーはこれに改良を加え， 童労働め監視をひと目で可能なものにした。1836年，この

方式は監督官たちの間で検討され，吏に工場の清掃回数や，児童の通学誰明をも記入する総合的な
(37)

タイム • プックに発展し，全国的に採用された。 -
法の監視を著しく竊易にするこの制度に■よって，工場内における履主側の自由な行動に制限が加(38)

えられた。監督官たちは純粋に形式的な手続きによって，工場主をいわぱ r掌中に置いた」と言免 

る。だがその意義はこれに止まらない。違反防止のための対策として出発したこの方式は，更に監 

視を容易にするため，工場における労働時間の正確性や規則性を'古向して一元的に進化する黎機と 

なった。雇主がその煩填な記入を避けるためには工場の労働時間が規則的であることを耍する。ホ 

ーナ一は1 8 3 6年の回状で，工場主に次のように説明している6/ … 私は今まで非常に不満とされ 

た欠陥を改めるため, 労働時間が規則的ならば，工場主は毎日記入する代りに一度で済む方法を考. (39)
案した。そして規則的労働から逸脱した場合にのみ特別の記入を耍する。J

さ ら に を タ イ ム • プックによって# するためには，工場に公式の時計（PuWic Clock) を置く 

ことが必要となり，工場労働は正確な時間作業へと転化する。また，従来不規則だったため違反行 

為が発生し易かった昼食時間についても厳密な定義が下される。その間機械の運転は停止し，労働 

者は作樂場から離れ， 「工場の一労働日における完全な中断J が耍請される。公式時計や☆事時間 

に関する規定は1 8 4 4年法で正式に条文化されたが，ホーナーはその高後の報告書で次のように書

イギリスエ場法思想の源流（その2 )
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いている。「労働時問を公式時計によって統制し，工場の労働者すべてに同じ時間を食事にあてを

よう立法化したことは，時間を一元化するのに極めて有利な結果をもたらした◊ そして労働時間に
(4り ■

関してすぺての工場が同じ基礎に立ったことは極めて重要であるoJ
ホ一ナ一は児童や年少者への労働時間規制が不可避的に成人労働者の作業時間に影響を及ぼすこ

(42) (43)
とを認めている。そのため朝の作業開始時間や公式時計にっいて規定した1844年法の条項は，厳

密な時間規制によって間接的に成人の労働時間をも規制しようとする意図を含んでいる。この間接

的な規制方法は明らかに1833年法運営の経験から培ったものであり， ホーナ-•の規則的労働への

志向は標準労働日の概念を内包したものとして，1850年法の先駆をなしたと言■えるゎ

だが言うまでもなく，この標準労働日制定に至る長い過程では，アシュレ-•をはじめとする十時

間法運動が大きな貢献をなしており，その起源を監督官の技術的経験的対処の過程にのみ求めよう

とすることは，工場法の服史を無視するに等しい。その意味では十時間法運動や，その前身とし'^
のマンチCCスネー労働者による運動の中にこそ標準労働日への先駆が認められるべきであろう。さ

らに，労働者による労働時間の法的制限の試みは中世のギルドにまで趨ることができる。その意因

は職業の安定のために市場への供給制限を図ろうとするところにあり, L • A  • ビーンフ;^ルトの

労働時間研究によれぱ，18世紀半ばまでに伝統的クラフトやその他の小規模産業,:r e ,午前6 時から
(44)

午後6 時まで， 2 時間の食事時間をはさんだ1 0時間労働日が成立していた， とされる。産業革:命 

によって長時間化した繊維産業の労働時間を阻止するための労働者の運動に，かってのギルド的な 

思考様式が流れこんで、すこことは否めない。すなわち，労働時間の削減による市場への供給制限が， 

製品価格を安定させ，労働者の雇用を増やし，質金上昇をもたらす，という意図であ'さ。

だがこの思考様式は，1833年の王立委員会でチャドクィックらによって全面的に否定されたもの 

であり，同年の工場法はあくまで繊維工場の生産を円滑に推進することが主服となっていた。ホー 

ナ一による規則的労働の追求もこの3 3年法を前提としたものであり，労働者による供給制限への

注(!づ1 ) . P- I- R- from 1st October, 1844 to 30th April, 1845. p . 15.
(42) ri8歳以下の11312時問への制限は大部分の場合，その年齡以上の労働者にも実贺的な制服を与えている。それは成 

人労撮者の労働を大きく改善した。それは成人労働へ渡接モ渉することなしに……13〜18歳の年少者が1時問の食ilfll# 
問を含めて，朝の仕都H始から1311綱半を越えるいかなる労働をも禁Jとすることで成し遂げられよう。j p. I, R, 31st. 
Decem ber 1840,i> ,17. i

(43) 1844年法の第26巧は riL場における意と少者の労働時問は，そのうちの誰かが，朝最初に作業を關始した時問か 

ら始まるものとみなされ，公式の時計……によって规定されるものとする。J と定めていた。

(44) M. A. Bienefeld, Working Hours in British Indu stry: An Economic History, Trowbridge 1972, pp 
20 〜 21.

(⑩） 十時問法巡動に先立つマンチェスタ一労働あ.やドハ一ティによる労働時Ilij短縮への迎励は必ずしも：Dfe主をめ擊する 

ものではなく，むしろ利謝の…致を説V、て照生との提携をはかろうとしていた。すなわち，市場への供拾過剰を胆止し 

て，価格の安定を図るという試みである。もちろんこの試みは一度も成功せず，労働者の戦術的意図が含まれていたの 

かもしれないが，照丄侧と提携してまで議会ぺの請願-を行う，という運勘方法にも伝統的な様式がうかがえる。R. G. 
Kirby and ん E. Musson, The Voice of the People; John Doherty 1798-1864, Manchester, 1975, pp. 
350 〜355.
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志向とは概念上の対抗関係にあるものとして把握すべきであろう。マルクスも工場立法による規則

的労働の性格について次のように述べている。「労働の期間， 限界， 休止を時計の音にあわせて，

かくも軍隊的®— 的に想制するこの細密な諸说定が決して議会的思案の産物ではなかったというこ

とは，すでに見たとおりである。それちは近代的生産f t 式の自然法則として，諸関係から漸次に発 
(46)

展したものである。J 規則的労働のための軍隊的規律が工場ほの生産力的性格を如実に物語っ てい 

る。ホーナーはその経験的対処の過程で，いわば無意識的に（■近代的生産様式の自然法則j を#:得 

していた, と言えよう0 ，
しかし，彼の親则的労働への志向を純粋に経験の産物と見ることはできない。彼にとって最大の 

目標は见意の教育確保にあったが，工場法のもとでは兄童教言を推進するためには，彼らの)軍用を 

促進せねばならない，という背理があり，そこに彼の教ぜ思想が生産力志向と緊密に結びついてゆ 

く基盤が存した。

ホーナーは,児まの労働と教育を結合するものとしてリレ一制度の実現に向けて積極的に取り組

んできたが，1840年頃から，その発展形態としてハーフ . タイム制度を提唱し始める。それは，兄

童労働を午前と午後のふた組による交代制とし，午前中に働いた者は午後の労働を許さず，午後は

必ず教爱時間にあてるという内容であった。この厳密な交代制の中に時間作業としての規則的労働 
(47)

の概念か含まれていた。
(48)1840年，議会で開催された『工場法特別委員会』はホーナーのプランを披腹するための格好の舞

台となった。証言において彼は，この計,画の利点を繰り返し説明する。第一に，それは工場の就業
(49)

制度を極めて単純化して，不規則な労働を防止する。第二に，児童の通学時間の確保を確実にして，
(50)

教ぎの推進に役立つ。第三に，児童の労働時間を六時間に短縮することによって，兄の履用促進

に役立つ。ここでホ一ナ一が児童保護の目的だけでなく，工場の生産力発原のためにもハープ，タ

イム制度を基礎づけていることが注目される。彼は児童の労働時間が六時間に制限されれぱ，現行
(51)

の雇用可能年齢を9 歳から7 ,  8 歳まで引き下げてもよい，と発g する。その意図は，短縮された

イギリスエ場法思想の源流（その2 )

注( 4 6 ) 『資本諭』第一巻第8 章第0 節，岩波文庫版第2 分照182J<。
( 4 7 ) ハーフ，タイム制度の時間作業的性格についてマルクスは次のように述べている。r.…，‘全時問労働する労働者を 

『全時間エ（プル，タイムズ)』とぼ-ひ‘，六時問し力、労働することを許されない13歳 以 下 の を r半時問;!：（ハーフ.
タイムズ)』と呼ぶこと以上に特徽的なことはない。労働者はここでは人格化された労働時間以上の何ものでもない。 

すべての時問的差爽は『全時間エ』と『半時問エ』との差異に解消しているo J『資本論』第一-巻第8章第2節，造-波文 

庵版な2 分则 14頁。

(48) 正武名称は Select Com m ittees on the A ct for the R egulation of M ills and Factories, 1840-41.
(49) S elect Com m ittee, F irst Report, 1840, Evidence 650, 656. 1 8 4 0 特別を良会報告書については S. C. Re

port と路。

( 5 0 ) ホーナーは証言で次のように言う0 rそれ（児まの教育）は極めてしぱしぱ作業時問の合問に行われている。そして 

ハープ. タイムが採用された場合には，仕取が終ったか後，……あるいは仕事にはいる前の午前に……授けることがで 

きるoj S. C . 1st Report, Evidence 1451. ''
(51) ibid,, E vidence 1269.
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(52)
労働時間の代りに见童の雇用数を増やして，工場生産を維持，発展せしめるためであった。第匹!に5
ハーフ，タイム制度は児-直•，年少者，成人の三者による労働を緊密に結合する。児童による六時間

ずつのニ交代制は，年少者の12時間労働とあわせて- -労働日をなすことができる。だ童による補助

労働は常時必耍数を確保することができ，工場生産は円滑にすすみ，雇主の利益がはかられさ。

ホーナーは， まらのプランを生産力的に基礎づけた上で，それが児童の保護をも同時に実現する

ものであることを力説する。工場法のもとでの「よく規制された工場」においてならば，健康面で

も教育でもだ査の環境は遥かに改善される。r私は童雇用に伴う障唐をできるだけ除去しよう

と努めてきた。"，…もし児童が短時間労働し，海日通学するなら,よく規制された工場ほど彼らに

とって望ましいものはないからである。彼らは乾操し，暖かく換気のよい建物の中で，勤勉と秩序
. ( 5 4 )

の習償を学んでいる。 それは児童教育 の̂最董耍の部分であろう0」工場労働による児童への教育効 

果を揚言するこの思想は，かつてのチャドウィックによる児童保護の思想を更に深化したもの，と 

言■える。工場における近代6^な生産力の展開がi s 童への教育内密と直結する地点にまで高められて 

いるのである。 ’

3 . 標準労働日の思想

1844年法によって実現されたハーフ，タイム制度は，チャドウィックによるリレ一制度の延長線 

上に位置するものであり，これを推進せんとするホーナーのうちにもベンサム主義への思想的接近 

がうかがえる0
(55)

彼は 1840年，工場法に関する一冊の著書を出したが，その冒頭で1833年法について触れ，そこ

には実施のための機能的な欠猫はあるが，法の原則に誤りはなかった，とする。「欠点の多くは法の 
(56)

起草者の責任ではないJ と書く彼に，チャドウィックを擁護し，その原理に立ち帰ろうとする意志 

が読み取れる。ひと言’で言えば，それは工場法を生産力的見地から根拠づけることであった。彼は 

言う。「国の富は…•，，座業に従事する人々が健康を言することなく，一定の時間内に最大限の労働 

量を遂行しうる能力にかかっている。……労働者階級の天性の能力を開発し，その知性を啓き発明

注(52) r私の意見では，工場での労働力*、質的に改善されれぱ，現在は子供を働かせていない親も工場に送り出すことになろ 

う。もしiiiい学校ができて，しかも想時間労働するにすぎないならば工場への（労働力の）供給はかなり増えるだろ 

う oj ibid,. Evidence 653.
(53) ibid,. Evidence 708.
(54) P. I. R. 31st December, 1839, p . 1 3 ,ホーナーは1840尔特別委員会の証= でも同趣のことを語っている。S. C. 

1st. Report, Evidence 1273.
(55) Leonard Horner, On the E m ploym ent o f  Children in F actories and other W orks in  the U nited K in g 

dom an d in some F oreign  Countries, London, 1840.本書はイギリス工場法についての説明のはか，海外におけ 

る工場法の試みについても紹介しており, この頃立法準備が行われていたフランスやプロイセンについて評しい。

(56) ibid., pD. 1〜2.
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(57)

の才を墙すことは国富の源-京とみなされなければならないoJ
この書でホーナーが展開する工場法擁護論は，国民的見地による教育の生産的効果と，規則的労

働による:t 場の生産効率増大，のニ点であるが，この論法はホーナーの報告書に終始一貫して見ら

れる。1837年，ナッソー♦シーュa アとの論争の際にも彼のこの主張は見出せる。彼は言う，例え

工場媒制によって労働時間が短縮されても， 「結局は労働者の道徳と知性が向上し，工場への出勤

が規則的となり；機械への注意力を高め，ストライキに走ることもなくなり，生産高は利益を生む 
(58)

だろうoJ .
だが，この生産力の見地に基づく工場法擁護論も，十時間法案に対する嚴認には至らなかったこ 

とに注目すべきである。ホーナーは，1840年代末まで十時間法案に反対する態度を崩さなかった9 
1830年代の報告書では十時間法運動による雇主階級への攻撃に対して反論するパターナリズムの見

(59) ■
地に基づいていたが，, 1840年代にはいって再び十時間法運動が昂揚し始めると，彼は積極的にそ

の反対論への布陣をしく 0 彼の基本的な論点は賃金一生産力の視点にあり？現行の1 2時間労働を

10時間に短縮すれば，工場の生産高が減少し，労資が低下さぜるをえない，というものである0 こ
(60)

の場合論拠とされているのは，資本経費における画定費用の比重，並びに生産価格の物価に及ぼす 
(61)

影響，のニ点である。このニ点はナッソー，シーニョアによる工場法反対論の論拠とされていた点

でもあり，十時間法案反対への有力な理論的支柱と言'えた。ホーナーによるこの生産力視点の堅持

は 1847年，実際に十時間法案が成立したのちまでも続く。その驳年の報告書で彼はこの立法化に

っいて触れ，「それは必要以上の行きすぎであったJ と述べ，暫くは1 1時間労働による実験が必要 
(62)

であった，と書く 6
かってシ一ュョアとの論争では，彼の経済理論に対抗して柔軟な姿勢を見せたホーナーが，十時 

間法運動との関係ではシーュa ア流の経済理論に固執するのはなぜであろう力、0 工場法の生産的効 

果を労働者の作業効率や，教まの国民的効果において論証しようとした彼の論法はすぐれてペンサ

注(57) ib id； p p .15〜16.
(5S) "Letter from Mr. Horner to Mr. Senior" in N. W* Senior, op. ciL, p, 31,
(59) 1837年の報告書でホーナーは，十時間運動からの工場制度に対する攻撃のため，工場主は態度を硬化させ，工場法の 

執行上の困難を生んでいることに抗議し，続けて次のように述べている。r.… 私はこの際私自身の確信をはっきり述 

ベておきたい。というのは工場労働者に関する誤った陳述が風評となって偏見を生んでおり，社会の多くの立派な人  々

への極めて不当な非難となっているからであるoJ F- I. R . 18th January, 1837, pp. 40〜41,
( 6 0 ) ホ一ナ一は1841年，工場の調あを行い，資本の生産費用に含まれる画定経費の比ffiを測定し,.工場の挽業時問が短縮 

された場合，雇主側は生座高の減少を雄I合わせるため，貧金の切下げに訴えざるをえない，と主張する。r私は起こり 

うる賃金の减少について計算してみた。もし全ての® 失が労働者の食担になるとすれぱ，i現在の平均貧率に比べて，11 
時間労働の場合13%の，10時問労働の場合2 の （貧金®下を〉觉出したoJ F- L R- 31st Docember, I84I, p. 30.

(6 1 ) 1 8 4 特sにはニ，三の工場で労働時問を短縮しても賞金がftS下しなかった事突が十時間迎励の侧から発された》ホー 

ナ一はとの2が突は孤☆：した試みにすぎない，としてその意義をホ定する。彼の主張は* ニ，三の工場で成功しても，そ 

れが全ての:C場で行なわれれば，化産費用の增大のため必ず物価に影響せざるをえず，かりに名目貸金が低下せずとも 

物価騰貴による資賞金の下落が不可避だ，という点にある。 I. R. 30th June, 1844, p. 22.
^62) F. I. R. 30th April, 1848, p. 4,
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UTJ学会雑誌J 73器 4 号 （igsoif- 8 月）

ム的な思想と言えた。だがベンサム学説は-は典派の経済理論を召''范するものではなく，両者の関係

は相補的である。そのためホーナーが工場法を生産力的に根拠づけようとすればする程，その基礎

となる経済理論への拝跪へと行きつかざるをえない。

この場合，当時のホ典:派経済学者たちが，レッセ，プ;C  ルの観点から一様に工場規制に反対し

ていた，と兄るのは誤りである0 むしろ，多くの者が児童の過度労働や教育-後会の欠如については

明確に弊害と半II断し，その保護を唱えてい/こ。シーニョアによる工場法批半Ijも，その主服は監督官

制度など行政妙構の行き過ぎに注がれており，妃童の保護やその教については立法の必耍性を認
(64)

め て 、た0 だが事実上の成人労働者への規制を意味する十時間法案に対して，経済学者たちははぽ 

-^ § に反对した0 その際に論拠となったのは，成人に対する自由契約の原則，及びイギリス座業の 

生産力の護持, のニ点であり，成人年令を何歳と規定するかについては論の分れることはあったが， 

古典派経済学者と十時間法運動との対抗関係は明白であJ 7 I 。
1847年法成立の直後まで十時間法反対の姿勢を崩さなかっすこホーナーは，だがその翌年には同法 

支持の立場を宣言■し， その後は1850年の標準労働日法制定のため尽力する。 彼のこの唐突とも見 

える転換は何に由来するのか。

ここでホーナーの工場法に対する動機が根本的には见童教まにあり.，それは啓蒙主義者として， 

またプロテスタントとしての心情から発していることに窗意すべきである。国民的見地によって教 

育の生産的効果を説く思想はすぐれてベンサム的であろが：その一方で彼は兄童教育^がキリスト教 

倫理の確立という至上目的をもつべきことを明言■してい( を。 この場合，教爱は社会的生産的効果と 

は別® に倫理的内在的な価値をも意味している。そして工場法による労働時間規制についても，生 

産力と労資の上昇を優先すべきか，この内在的価値によるべきか，彼にとっての分岐点が存在した。

注((53) 19JH：紀のホ兆派経ほ学,者たちが工場法について一致した見解をもっていた訳ではなく，またリカードら著名な経済学 

者の工場法に対する開心は救かった。だがなおかつ波らがレッセ，フ;X—ルの観点から工場法に反対した，と見るのは 

誤りであり，以下の^^0の論文は，経済学者たちが概ね1833年法や44年法に対して好意的であった，と見る点で一致し 

ている。Kenneth 0. Walker, <The Classical Economists and the Factory Acts，，The Journal o f  Econ- 
History V o l.1,1941, November No. 2; Lloyd R. Sorenson, ‘Some Classical Economists, Laissez 

Faire, and the Factory A cts’，The Journal o f Economic History  Vol. XII, Summer 1952, No. 3; Mark 
Blaug, ‘The Classical Economists and the Factory Acts-A  Re-exam ination\ Quarterly Journal o f  
Economics, V o l.72, May 1958, reprinted in The Classical Economists and Economic Policv, edited by 
•A. W. Coats, 1971.

(64) シーニ g ァによる前述の第"̂ の手紙は十時問法案など观存立法の拡大に反対するものであり，1833年法については触 

れていない。また第二の手紙は，334fザぶについてその原則と機構とに分けて論じており，児® の保護や教育など☆法原 

則はIEしい，としながらもその機構上の問題点に彼の批判は注がれている。N. W. Senior, op. c i t
(65) M ark Blaug, op. cU； p. 118.
( 6 6 ) ソレンソンは十時ffij法梁を支持した経済学者としてロバート.トレンスの例をあげ，彼の货企理論について紹介して 

いろが，同時代においてはそれが與端の説と見られていたととも認めている。L. R. Sorenson , op, cit., p. 254.
(67) r私はそれ(キリスト教)が全ての学校制度の不巧■欠の，そして板本的な部分であると考えているoj S. C .1st Report, 

Evidence 1481.
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ま'パ

1840年 の r工場法特別委員会』で誕言に立った彼は，賞金…生産力の見地から十時間労働制に反 

対する自らの見解を示したのち， 上述の理由でそこに留保を加える。 「私は労働者自身が時間短縮 

を完全に利まさと考えるなら，それを欲迪するという意見であることをはっきり理解してもらいたい。 

もし1 0時間労働によって賞金が2 5 、ン リソ グから2 0 シリソグに減少し,なお労働者が2 0 シリソグ

の 1 0時間を選ぶなら幸せな結果であると言えよう。 なぜならより多くの時間が労働者の生活向上
(68)

に割かれるからである。j
ここでは労働者の生活.は赁金や生活資料であるとともに，主体的な価値を有するものとして-考え 

られており，そめ利断は労働者自身に委ねられている。 そして1847年法の実施によってホーナー 

自らの手でこれを確認する機会が与えられた。同法の意義について懐疑的であった彼は実施の翌年， 

10時間労働に対する労働者の見解を知るベぐアンヶト調查を行った。その結果，75%の労働者が
(69)

貧金減少にもかかわらず時間短縮を選ぶという，彼にとって意外な事まが判明した。彼はこれを労 

働者の徳性の向上を示す事実として喜ぶ。 「私は中程度の貧金を得ている者や， なかんずく極めて 

低賃金の者が1 0時間労働を選んだことを見出して非常に驚いた。 それを選んだ理由として， 多く 

のお/> 者，並びに成人でさえもが, それによって夜間学校に通うことが可能になった，と答免てい
(7の

るのは工場労働者の性質に良い徴候が現れたものとしてぎぶべきことと言える。J
ホ ー ナ ー の ア ン ヶ ~ ト調査は, 賞金と労働時間に関する明晰な問題意識によって行われている。 

彼は百以上に及ぶ工場の労働者1 ,1 S 3人の意見を収集したが，対i i を家評の主たる維持者としての 

男女の成人労働者に紋り，できるだけ個別的な面談に努めている。その上で1 0 シリングの1 0時間 

労働と1 2 シリングの1 2時間労働とのいずれを選ぶかが問われている。

当時は不況のせいもあり，殆どの工場で賃金が下落しており，中にはそれが25% に及ぶところも 

ぁ : この状況下でも労働者が低賞金の短時間労働を選んだことが，ホーナーの姿勢を転換させ 

る。彼はベンサム的な生産力視点を捨て去ったわけ'^、はなく，十時間法による時間短縮も長期的に 

は労働者の注意力向上など生産効率を高めることを論じているが，シーご‘ョア流のドグマチックな 

生産力視点は影をひそめ，倫理的価値的な祝点が上回ってくる。 r……お法によって労働者は道徳 

的にも健跟的にも不健全な労働を強制されることから保護されることが決められた。それがすべて 

の問题である0 立法による干渉は，▲モr▲义配慮にまさって厳く道徳的耍求から行われたのであ
(72)
るoj (上点擎者）

イギリスエ堤法思想の源流（その2 ) ■

注(68) ibidi. E vidence 599.
( 6 9 ) ホーナーによる調；̂̂站果の詳細3̂£点はF. I. R, 31st October, 1848. A p p e n d ix参照。

(70) F. I. R. ibid., p . 16.
16.
7.

( 7 1 ) F. I. R‘ ibid.,
(72) > .  I, R. ibid.,

9 5 ( 5 9 5 )

iim— iWM —i ■■ iiiiiiiniiM miafii iiriirdrwMfiiiiMwriiiMMifliia MfiiniiMii



f三ffl学会雑誌I 73巻4 号 （1980年8 月)
しかし，1847年法のその後の経緯は決して平静なものでなく，ホーナーは労働者の余暇生活確保 

のため，進んでキャンペインをはる。これが1850年の標準労働日制定に至る経過である。 4 7年の 

立法は不況下のため円滑に施行されたが，その後の景気回復に伴って，明白な脱法行為が藍延し始 

めた。とれは1844年法の条文をタチに，婦人や年少者を間欠的に就労させて工場を長時間操業させ 

る方法であり，「偽リレーJ と呼ぱれた。外見的には合法的であっても，喪質的には違法な長時間 

労働を可能とするこの行為に対し，ホーナーは工場法史における未曾右の危機と見て，その阻止へ 

と立向かう。彼は規則的労働の条項についての自らの解釈で工場主の摘発に乗りだしたが，彼の訴 

追行為は治安半！!事に支持されず，訴えの多くが却下された。ホーナーらはこれを不服として上告を
(73)

繰り返したが，遂に 1850年彼らの最終的な敗北が決定した。そのため彼は法を改めるよう内務大 

臣に迫り，一方でアシュレーら十時間法運動の側からの足力によって， 1850年と5 3年の二度にわ 

たる立法化で標準労働日の制定にこぎつけた。

5®童，年少者，婦人の就労時間を午前6 時から午後6 時のあいだに限定するこの立法化は，ホー 

ナ一が努力してきた規則的労働，ないし一元的な規制方式の最終的な到達点と言えよう。だがかつ 

て彼が追求した規則的労働の概念と，この時期における標準労働日への志向とは，その理念に差異 

があることも銘記されねぱならない6 初期における親則的労働の概念は工場制度の自然法則に従b  
生産力的性格が強かった。，それに対し，r偽リレー廃止J を訴える彼の主張は，間欠的労働による 

道徳的悪影響を指摘し， 労働者の余暇と教時間の確保とを目的としている。彼は 1850年法施行 

直後の報告書で次のように記している。 「夕方早くに一日の仕事が終わり，就寝前三時間をま分の 

自由にできれぱ，工場労働者は労働時間短縮の価値を十分に味わえる。彼らは夜間学校その他の場
(74)

所で教育を受け，モラルの向上や社交，家族団鎭などで余暇を多様に利用できるoj
ホーナーにとって重要なのは夜間学校や家族団藥など，労働者が主体的に余暇を利用することで 

あり，それは物的な消費生活であるとともに，倫理的な意味を付与されたものとなっている。彼の 

標準労働日の思想は，この倫理的な価値樹立のために，労働者生活の自立化を志向するものと言え 

ょぅ。

4. 労働者保護の思想

ホーナーは1859年 1 0月，自らの最後となる報告書で2 6年間にわたる工場法の経験を総括して 

いる。そこでは工場法のI目的が労働きの保護にあり，自ft!放任の原理とは明確に背馳するととが語 

られている。rこうして四半世紀に及ぶこの偉大な立法の実験は，『レッセ，フュール』の原則も時 

にはそこから離れることで利益が生れることを立飄した。それは資易などの面では疑、なく他全な

注(73) 1850 ]̂-： 2 月8 H最高独とも言うぺき財政栽判所の判決で偽リレ一行為が合法と判走された。 

C74) F. I. R. 31st October, 1848. p, 7.
—— 9 6 *̂5 9 4 )  _
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原則であるが，，，…，蒸気力を用いる工場にはあてはまらない。というのは一*定時間以上にわたって

機械を行使すれば，.必ずや労働者の健康と道徳を言い，しかも彼らは自らを防衛できる条件にはな
(75)

いからである0」
ホーナーにとっての本来的な資質とも言うべきパターナリズムの性向を考えれぱ，ここでの労働

者保護の主張は当然の帰結とも思える<1だが初期における彼の視点は專ら個々の雇主による私的な

保護に置かれており，法による社会的保護を説くここでの主張とは明らかな差異がある。

ホーナーの報告言に阜られるバターナリズムへの値斜は，1840年代前半彼がベンサム的理;^に接

近したことで一時的にその徴候は薄らぐが，40年代後半の報告書で再びその主題が回帰する6 この

時期のホーナーは工場主の慈恵的な施策に特に強い関心を示している。1845年の報告書では新たに

『労働者への福祉プランJ Iという項目を設けて，工場における労働者のための福利施設の例を紹介 
(76)

する。以後 1850年までこれに類する記述が頻繁に登場する。 その内容は， 労働者のための医療設

傭や保険絵付，学校や図書室などの教育設備，教会や禁酒組合などの宗教道徳施設，更には姨楽室

や楽隊，慰安旅行などレクリューシg ンの類にまで及んでいる)。このうちホーナーが最も重視して

いるのは教育や道徳のための施策であり，物質的な生活扶助よりも精神的な価値に重きを置き，労

使の間での娃帯感の樹立が最終的な目標となっている。 r疑いなく労働者に何の閱心も抱いていな

い工場主は多い。だがこの無関心は工場主に限られない。イギリスにおける大部分の労働者の状態

は，雇主による被用者への親切な配慮が欠けていることを示している。それは我々の社会における

多くの弊害の根本であると私は信ずる。なぜなら社会の安全と幸福とが多くを依抛している履主側

(78)
に対して友愛惑を植えつけるためには，賞金支払以上の何かが必要である。J

ここには初期ホーナーのパターナリズムに見られた楽観的な調子は殆どうかがえない。彼は履主 

による慈恵政策という私的な行為に社会的な意味を付与する。そこにチャ一チズムを時代背景とし 

た，イギリス社会におけるrふたつの国民」の状況に対するホーナーの敏感な反j；Eを読み取ること 

もできよぅ。

だが労働者福祉に関する彼の記述は1850年代にはいって俄かに止む。彼は 1840年代末から偽リ 

レ一廃止のため違法な工場主や司法当局との抗争を続けていたが，50年代には工場における事故防 

止の措置をめぐって履主との公然たる闘率にはいる。

工場における事故対策の必要性については， すでに 1833年の報告書でチャドウィックが強調し 

ていた点であったが，漸く 1844年の5：?：法で， 兄童や年少者が近づく機械の危険な飾所には安全柳

イギリスエ場法思想の源流（その2 )

注(75) F. I' R‘ 31st October^ 1850, p.も
(76) F. I. R‘ 31st October, 1845, pp. 9 "Pl ans  for th e  W elfare of the Workpeople"
(77) 1S45〜50年の報告書で登場するホ一ナ一の労働者福社に関する記述は次のとおり。F. L R * 1845, 31st October, pp. 

9〜12.; 1846, 2nd Decembei*, pp. 6〜7';1847, 2nd Novem ber, pp. 8〜9.;1848, 2nd June* p p .10ヶ11.;1848, 
1st Decem ber, p p .18〜22‘；1850, 31st A ugust, pp. 1 8 ^ 2 1 . ,

(78) F. L R. 2nd June, 1848, p . 11;
 9 7 ( 5 0 5 ) ——
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の設置が義務づけられた0 だがそれも，工場主による異議ゆ立てを許容する.ものであったため，有 

効な対策とはなりえず，19世紀半ばまで事故による被害者の数に顕箸な変化は貝 ら̂れなかった（100 
頁表2 参照)。 -

工場での# 故に関して事態は明白であった。被害者は必ず労働者であり，加害者は機械への安全 

措置を怠る工場主に他ならない。、事故防止を訳えるホ广ナ一の立場は労働者の側にあり，彼は次第 

に怠慢な履主に対する非難の語調を強めてゆく。，

1853年からホーナーは事故防止のた め の 積極的な行動にでる。彼は機械の危険な館所をとりあげ
(79)

て，安全l i の取付けを強制しようとする0 だが彼の行動は雇主側の断固たる反対に出会う1854年 

から55年にかけてホ ー ナ ー の 出した回状に反対する工場主の集会が開かれ,工場法廃止に向けての 

『全国工場主連合』が結成されるに至る。彼らの攻撃目標は工場監督官であり，特にホーナーへの

個人攻撃が甚しかった。そのため彼の立場は悪化し，他の藍督官たちの亦難をも受ける。報告書の
(80)

中でホーナーは孤立している自らの立場について苦しく書くとともに，今までの®主に対する期待 

が打ち碑かれたことを宣言する。「私は現在の地区を1836年から運きしてきた。そして1854年 1 月 

の回状発行まで……私の行政は，私にかけられた信頼に対する正直な履行のつもりであった。……
今まで18年間，私か私的に交際してきた多くの工場主たちとの良き理解は,：破らの不当な誤解や非

(81)
難によってうち破られた…oj

労使間の一体的な調和を追求してきたホーナーにとってこの事件の意味は大きい。労働者隙級は 

明 確 に r自らを防衛できない」存在として規定されるようになるが，それは単に工場における事故 

の披ま者の立場から類比されているのではあるまい。事故防止をめぐる事:態の経過は，機械への安 

全措置を怠る個々の雇主が問題とされるだけでなく，彼らが結束して工場法廃止，を叫ぶに至った， 

という社会的な意味をもっ。労使の相互信頼や灰愛を理想とするホーナーのパターナリズムは，個 

別的に成立ちえても，社会的な関係としては成立たないことが明白となった。彼の説く労働者保護 

め主張は，この開係概念を前提とした社会的保護の意味で解すべきであろう。

彼は 1858年の報告書で，工場法の前進は誰の手でもたらされるかを論じている。 そこではもは 

や工場主に対する期待は消減しており，児童や年少者，婦人に対する保護者としてT教育の友J が 

登場する。工場主たちは「かつてと同様，現在でも工場への全ての法的千渡に反対している。j — 
方，法の対象である兄Mや年少者，婦人は，「明らかに自らの手で法を变えるための手段をもたな 

い。j 特に婦人労働者は賞金のためr長時間労働を好んでやりたがり，J また屑主による解履を恐れ

注( 7 9 ) とこでIHj® となったのはぼ上7 フィート以上にある水平軸であり，エ場主侧はそれに関して安全棚の必要はな、， と 

主張し‘嫁けてきた。H iitchins and Harrison, op. c it,, 11も邦訳書113貫。

(80) rこのやっかいな問題については，私色身の私的ね;ととがらにも言及せざるをえない。私は法の運営において-滞酷さ 

と不平等さを大衆から卯難されただけでなく，私が（め務ネjな）パーマストン卿に争点となっている回狀の発行を迫っ 

たととで，私の同僚たもからも孤立させられている… oJ F. I. R. 31st October, 1855, p. 5.
(8り F. I. R. 31st October, 1855, p, 5.
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て （■違反行為に対して誕言■することも避ける。J そして長時間労働への不満は全て成人93子労働者

からもたらされるのだが，彼らの労働時間につ、て r工場法は何ら関与しない。J
ここでは，工場法の対象としての児童や年少者，婦人が，その身体的特質だけでなく，行為の社

会的特性において，定義されている0 目先の収入に促われて，違法な長時間労働へと駆られやすい

婦人や年少者が国家による保護の対象とされている。そのためホーナーにとっての工場法は，労働

者の徳性を教化するための啓蒙的意味において語られる。「それゆえ.もし.法の条項に改言が加えら

れるのなら，それは教ぎの灰，特に労働と教育が共に進められるハーフ，タイム制ま…‘‘.の拡張に 
. (82)
熱心な人物の手によらなけれぱならない。J
教管は̂ホーナーによる児童保護の根幹をなすものであっすこが，ここではそれが工場法による労働

者保護の内容となる地点にまで高められている。ホーナ一における教ま思想の到達点はどこにある

のか》

. 工場法による兄童教ぜは, I 833年法が始めて一日2 時間の教育を義務化したという画期がJな意義

をもつが, 財政監督面の制約が大きく，その後の4 4年法は，ハーフ，タイム制度を導入し， その

他の改善によって僅かな前進は竟られたが，総体としては決して満足しうる成果はもたらさなかっ

(83)f C o その間1838年，3 9年の二度にわたるフォックス . モール法案，4 3年のグレアム法案などの試

みがなされ，特にグレアム法案は救貧税や国庫支出による財政的基盤を有するものであったが，運

営面における国教会の発言権が大きく，ホイッグや非国教会派の强い反対で廃案とならざるをえな 
(84)

かった。

この乏しい条件の中でもホーナーは，児童教育は̂あくまで：t 場法:によるべきだ,とする信念を貫 

いた。そこには労働者階級に対する啓蒙の精神があり，それは終始一貫•変らなかったが，彼の教W 
思想は長年にわたる運営をおして，次第に明確に，具体的なかたちをとって現われてくる。ホーナ 

一の思想的独自性は次の三点で明らかとなろう。

第一に，彼は教育の目的をあくまで倫理的な価値付与に設定し，そのためには長期の持続的学習 

が不可欠だ，と主張し続けた。ホーナーはプロテスタントでありながらも特定の宗派教まに与-した 

訳でなく，読み書き算数の世俗教★を重視していたが，短期間におけるそれらの技能留得で事足れ

イギリスエ場法思想の源流（その2 )

注(82) F. I. R. 30th April, 1858, pp. 9 -11 .
( 8 3 ) 183がpの法案は，児童や年少者の雇用開始にあたって简な読み富ぎきの試験を課そうとするもので， 教育を工場 

侧ではなく親の義務として課そうとする意図をもっていた。また39年の法案では腔督官の意見が朔く反映され，雇主flli 
の提塊によるジg イント. スクールを促進させようとした（注 19参照)。しかしそれが宗派教育に利inされる，との反 

対■で法案は不成立に終った。M. W. Thom as, op. cit., p p .167--73.
(84) ibid., pp. 195-9. ,
( 8 5 ) 少者c^履叩liH始にあたゥて浦填な試験を課すカ法であり（注83參照)，ナッソー. シ"二 a アらもこの方法を 

提策していた。N. W. Senior, op. cU., p. 2 2 .これに対しホ一ナ" は，その力法が想j服 ijの填なる説み書きの習得で 

終わり，I"習慣の獲得j には至らないととを説く0 ‘Letter from  Mi*. Horner to Mr. Senior* in N. W. Senior, 
ibid., p. 40. '
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iJ
ぶ
H  -il'ii  ^  >r>
繁 .
m ：̂ ♦

り，とする主張には反対し続けた。工場法を 

めぐる教論の中には，就労年令以前に教育 

を済ませておく方法や，年間の特定期間に教 

育を集中させる方法， また1850年代には読 

み書きの試験で児童の学力を担1]定する出来高
(87)

払い制度，などが論議されたが，ホーナーは 

そのいずれも否定した。労働者の人格に知的 

道徳的資質を植えつけようとする理想主義の 

中に■彼のパターナリズム.の本質がうかがえよ

第二に，彼がリレー制度運営の中で見出し 

た，労働と教育 の̂結合のチーゼがある。工場 

法のもとで兄宣教Wを促進するには，その雇

注(86) 1845年の接染仕事場法(P rin t W orks Acf;)は 

就労以前に半年間の通学を義務づけ，また就労後 

の児童教まは毎日通学せずとも，特定期間に集中 

していれぱよい，とされた。睦督官たちはとの方 

法が児童の通学を不想則にし，通学証明の睡視を 

も困難にするという理由で，いずれも強く反対し 

ている。M.. W. Thom as, op. cit,, pp. 299〜 9
(87) 1858年イキリス教育せを改革!するためのrニュ 

- カッスルま員会j が開他され，61年にその報告 

» 力’、発表された。その内容は膨れ上がった教育へ 

の® 庫補助金を減らし，効果的教まを実現するた. 
め， 童に読み書き算数の試験を課して，その結 

果によって補助金を付与する，というr出来高払 

い制庇j を提案した。これが1862年の改正教ぎ令 

におい資現した。岡m与好著『自由経済の思想』 

1979年，第6 章參照。ホーナーのぽ告書でもこの 

論議につ'̂ 、て独れておており，彼は工場法教育へ 

の出来高私'̂ 、制庇の導入に反対する。その論旨は 

主に，児意の学力を公平に審査するのに简単な試 

験で可能か，という技術的なものであるが，同時 

に児ffi教育は長期の持続的学習によらなければな 

らない，という.彼本来の主張も行われる，rしかし

それC出来高制）は 教育の难一の目的を無視

していると思える。もしその目的が児意と将来の 

大人とを腐明に，よ！?I iくし，宗教と道徳の原則 

を労働者階級の心に植えつけ,彼らの知能を拓途 

させるととにあるなら，それは唯一幼児教育から 

Mまる俊れた学校への長期の通学によって速成さ 

れ る F. I. R. 30th June, 1857, p. 28.

学会誌」73巻4 号 （]980年8 月）
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イギリスエ場法思想の源流（その2 )
用をも拡大せねぱならないという背理があり，そこから彼はリレー制度と，その発展としてのハー 

プ，タイム制度を推進した。それによって児童の雇用と教ぎとが拡大されたことはホーナーが常に 

誇りとしていた点であった（iB童労働者数の推移についてはま3 参照)。

表 3 ホーナーの管区における工場児童（8 〜13歳）の推移

1838年 1844年 1850年 1851ザ. 1855年
工 場 数  

うち児童を雇う工場 

児 童 数

1,700 

6,602人

1,682  
839 

8 ,1を3人

1,792 
879 

13,461人

1,645  
886 

14,702人

.1 .9 0 7  
1,104 

21,554A
く注1 > F . I. R. 31st October, 1855. p . 1 7 ,但し1838年の数字は9 〜13歳の児意であり，工場数は 

やや過大評価の® 向がある。F. I. R. 31st M arch, 1838 p.も
<注2 > ホーナーはこの丧を兄童雇ffl数の増加を物語るものとして示しているが，工場における児童 

の労働力は景況によって，激しい振幅を貝•せることも銘記されねばならない。例えぱ，1845年の児ま 
数は14,431人であり，46年には16,349人とその前後の年に比して激しい培加がある。R  I, R. 30th 
April, 1846. p. 4.

だが彼がハーフ，タイム制度に見出した利点は，舉に児童教まのための手段という意味に止まら

ず，教ま効果におけるその優越性という面にもあった。全日制による長時間の学習は児童に苦痛を
(88)

増すだけであり，むしろ半日制の方がほ童にも喜びと興味と与•え，学習効果を高める。マルクスも

工場法による労働と教まの結合について次のように論評している。「. . . … ロバート，オウエンにつ

いて詳細に究明しうるように，社会的生産の一方法としてのみならず，全面的に発達した人間の生

のための唯一の方法として，一定年令以上のすべての児童のために，生産的労働を学業と体ま^と
(89)

に結合するであろうという将来の教まの萌芽は工場制度から発したoJ
ここでプルクスが評価しているのは，教ぜ効果の側面と同時に，労働と教まの結合がもつ社会的 

な意味ではあるまいか。そして，ホーナーも自らのテーゼをひとつの社会性において根拠づけてい 

る。彼は教育施設の不足を説いて，国1T浦助の増額を要求しているが，純然たる無償教育には反対 

教-#費用の一部は労働によって稼得した賞金から支払われるべきだ，とするのがその真意で 

ある。成人労働者の夜間学校が雖く支持されるのも同じ理iilであり，それらはボランタリーな:原則 

に基づく-^種の 1̂̂ 涯教育のプランを形成する。そしてこの主張は，労働による教ま効果を説く産藥 

教1?の思想と相まって数-育の広讽なかたちでの社会化を意味している。

第三に, 工場法による教育 は̂施設や教師の絶体的な不足のため，必ずしも十分な成果を举げえな

注(8«) (■もし児& が設i i の不十分な学校に全H通っても，唯-"の効果は長時間の退屈な監禁状，態のため，学校を更に- 嫌'̂、 

させるだけである。学校教育を货金稼得労働による産業教育と結，する原则に立つハープ. タイム制庇の効果は，十分 

な設備をもつ学校であれば正しく証明されよう。J F. I. R. 30th April, 1857, p . 18. -
( 8 9 ) 『資本論』第一巻第13章第g 節，岩波文断版铭二分冊500~501其。

(90) 1840年特別委貫会での謝言としてホーナーは次のように答えている。 r質間}法徘によゥて教育の資金が提供される 

ぺき場合でも，日々の授業については;S童の貧金から幾分かは支仏われるべきだとあなたは考えているのか？一 答 ；⑩ 

殊の場合を除いて，無廣教育は想であるというの力;私の意見であるoJ S‘ C . 1st Report. E vidence 1497.
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かったが，その乏しい状況の4 •でホーナーは労働者階級出身の教師に光明を見出す。1846年ケイ . 
シャトルワ'■̂スの考案によって教員見習生（ピューゼル♦ティーチャ—）の制度が導入され， 労働者 

階級の子弟も政府の審査をパスすれば教師見習の資格が得られることとなった。良質な教師の不足 

をた£ ず 嘆 、て、、たホーナ" はこの制度を絶讚す、るそれは教師不足を解消するだけでなく，労働 

者階級出身の教®が出ることによって工場法教育の卓越性を誕明する。ホ"ナ一は教員見習生の採 

用状況を調査し，彼らを半日制教育によるr知的訓練の成功の輝かしい証明J と 称 讚 す ホ ー ナ 

一のこの称讀は，夜間学校への高い評価-とあ;^せて，彼が労働者階級の，教まに対する自発性に着 

目しズいることを示唆する。 . .
金ねC得によるボランタリ一な教育原則を固持する彼の教ま思想とは, 究極においてこのg 発性

を目標とするものではないか。労働者個人の自発と自立こそが，彼にとっての教育の価値を体現す 

るものではなかったろう力、。 .
ホーナーにJ:る労働者保護の内容もこの一点に集約されてくる。いわぱそれはき蒙による自立化 

であり， 立化のための保護を意味する。ホイッグ主義者としてのホーナーは個人主義の枠を越え 

ず，個人的 .自立の概念に止まったが，なお労働者階級の社会関係の概念と結合したそれは，かって 

の14的なパターナリズムの域を脱している。マルクスが彼の中に見出したi 想的意義はこの部分に 

あったのではなかろうか„

『三旧学会雑誌j 73巻 4 号 （1980年8 月）

(5) ま と め

ホーナーの退任後，工場法は次第に変化してゆく。その対象領域は繊維産業，及びその関連部門 

から，製陶業，マッチ製造業， メリヤス業，仕立業など次第に家内産業部門への親制へと向かう。 

1867年の工場法拡張法と仕事場規制法は工場法の対象領域を一挙に拡大した。1833〜44年の間に監 

:视を必耍とする工場数は4 ,2 0 0であったが，67年までにその数は8 ,0 0 0へと増え，67年法の後に对 

象となる，工場，作業場の数は約3 万であった。

それと同時に蓝督官制度も次第に変化してゆく。ホーナーの退任後その空席は地められると ！* な

注( 9 1 ) (■教員見留生の価胳はいかに評她されてもしすぎではない。効识的な教育‘ の最大の障害は教価の不足である.‘"..だ  

が十分な数の教員見習生がいれぱ，児童は日 の々労働だけでなく，教師との接触を通じて例々の性格と能力とを存i キ 
せうるoj F. I. R 30th April, 1855. p . 15.

(92) F. I. R 30th April, 1857. p . 18
( 9 3 ) ホ一ナ教背思想の特色はチャド，クィ'ッ夕のそれと対比した場合に- 層明瞭となる。チャドウィックは' 、- フ♦ タィ 

ムiW庇の成:Jkに基いて，19|1!;紀後半, . 独y の教育計画を発まする。それは半日制の効果を生理学的に基礎づけて则こ前 

進させようとするもので，軍ねf教練に施をとる体宵教課の港人を骨子としている。それによって教育効率が增すだけで 

なく，衛生や勤勉，秩序の習tftを窗成して, . 廣業教育と単ホ:，民fnj両而にわたる国家機構の節約と効率化に役立つこ 

とではハーフタィム制他はら効率中心で把えられており，その魚ノよひ: 座業と国家の発肢にある。 教育の機桃も與 

門的な教師による分業体制として構想されており，中央集権的な性格が極めて濃摩である。B. W. Richardson, the 
/助•'なめ o f Nations—a Review o f Works o f Edwin Chadwick, 2vols. London, 1887. Vol. I. pp. .170〜221.
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く，副監督官の增員によって対処する方策が採られだ。1867年には工場監督官が2 人であったのに 

対.し，それまで2 5人の副藍督官は3 7人に増やされた。監督官はもはや:E：場を巡回することなく， 

ロンドンに常症して報告書に目を通すとともに，内務大臣と連絡することが主な仕事となった。こ 

の事務整理のため新たに2 人の監き宵助手（Assistant In spector)が任命され,副監督官との仲介 

役となる。その後，副監督官の補佐役としての下級藍督官（Junior Sub-Inspector) の職も新設さ 

れ，1876年の時点で監督官2 名，助手4 名，Slj監督官3 8名, • 下級監督官1 1名のスタップが約9 方
(94)

の工場，作業場の監視あたっていた。

この機構上の変化は，監督官制度の運営にも影響を及ぼす1876年，複雑となった工場法の体系

を整理統合するための委員会がれた時，監督官制度にも梭討が加えられ，かつて匹!人め監督官

たちが創始した運営方式は批判される。ホい方式では制度としての統一性に欠け，か つ 「業務上の

'iX、耍事だけに追い回されていた。J そのため新たに明確な責任体系を築き， 内務省直属の主任官の
, (96) .

もと公式の指示によって運営される「単- の部局制度の採用J が勧告される。

この勧告は, - 明確に規定された資任体系として，官僚的な階層秩序による中央集権体制をめざし

ていることが明らかである。それは同時に，ホーナーら初期の監督官による運営方式の特質をも明

示している。1833年に創設された工場監督官制度はかつて例を見ない程に強大な権限をもつもので

あったが，現実に遂行された運営方式は，決して中央集権的な-*元的支配をめざすものでなかった。

四人の監督宵たちは内務省からの強い規制もなく，互いに独自の行政を行った。彼らは与えられた

-権限に基づいて，自らの解釈と判断によって法を運営し，執行に自由栽量を加えた。そのため監督

-官の個性が'ほ政に反映し, 管区によって法の執行状況が異なる，という享態も生じた◊ 特にスコッ

トランドを担当したスチュアートは極めて恣意的な行政を行い，他の監督官としぱしぱ衝突した。

彼は法の解釈において完全え工場主の立場に立ち，違法な児■章労働は雇った労働者の責任と見て処

罰し副監督官からの報告を偽って記したり，また偽リレー行為が問題となった時にも，それを合
(97)

法と半！!定してホーナーと衝突した。

191±紀イギリス：p場法がこうした側面をも有していたことは見落されてはならない◊そめ意味セ 

は，初期工場法の体系をひとつの統一的な実体と考えるのは早計にすぎよう。この異なった執行状 

況は当初から十時間法運動の批判を浴び，また政府の側でも問題视して，監督官の権服に制約を加 

法の統的な執行状況をもたらそうと努めていたC 1844年法にギける監督宵の条例制定の権限,

イギリスエ場法思想の源潇（その2 )

ネ(" 9 4 )以-レの記述は，Report from  F actory  and W orkshops A cts Consolidation Commission, .1876. p. Ix x x  
viH, , _

(95) IE式名称は F actory  and W orkshops A cts  Consolidation Commission, 1876
(96) ibid., p. Ix x x x
(9り工場 !Iを督官スチュアートの劣® な行政については. U. P. Q. Henriques *An E arly Facory Insp ector； Jam es 

Stuart of D unearn’, Scottish  H istorical Review  No. 149. 1971.に詳しいo
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並びに司法的権限の廃止（第 2項）や， ロンドンに監督官事務所を設置して， 蓝督官職務への规約 

を作成する（第 5 , 6項）などはその試みとH えた。 だがそれにもかかわらず， 監督官たちは自ら 

の職務に対する制約を嫌い，監督宵の上に主任監督 (C h ie f I tts p e c tc n .)を置こうとする試みを柜 

否して, 互いに独自の行政を貫いた。 .
19ほ紀後半，工場法への理解が広まり，その対象領域も拡大し始めた時，この運営方式が問題視 

されるのは必然的であったが，初期におけるホーナーらの放恣とも見える行動様式が，周囲の困難 

な状況を打解し，法の前進に役立ったことは否めない。イギリスの歴史学者キトソン•クラークは 

19肚紀における著名な官僚の果たした創造的な役割を，官僚制度としての機構的侧面でなく，社会 

改良家としての政治的な意味において評価し，かれらを「擬制的政治家S tatesm an 'in  D isguisej
(99)

と呼んでいる。

これらの議論から，工場法の成功がホーナーらの個人的資質に負うところ大であった，との考察 

が導かれる。それは例えば，新救貧法や公衆衛生法など，チャドウィックによる改舉の多くが決し 

て成功と言免なかっ/た享実と比べても明らかである。チャドウィ ックは，工場法に引き続いてこれ 

らの法改革に影響を与え, その運営にも乗り出したが，ベンサム主義の原則を固持する厳格な行政 

は多方面からの强い抵抗に出会って，事実上め失政に終わ(i：T o 初期のホ一士^が柔軟な姿勢を維持 

していたのとは対照的であった。 ’
だが問題は，ホーナーの個人的資質と見えるものを19世紀イギリス史の上でいかに評価する力;*, 

という点にある。すべてをホーナー個人の性格と結びつけて論ずることは歴史の誇張に終ろう。我 

々は，彼の思想的解明に際して，監督官就任以前からのモチーフであった先験的な部分と，庚際上 

の運営の中で培った経験性の部分とに分けて論じてきた。ホイッグの啓蒙主義者として，またピュ 

一リタンとしての彼の情熱が児童保護のために重要な貢献をなしたことは否めない。だがこの先験 

的な思想は運営上の実際における経験と密接に结びついており，そこから具体的な力、たちで彼のエ 

場法思想が導れてきた。労働者生活のための規則的労働の槪念や，労働と教の結合に関するチー 

ゼなどは実際上の運営なくしては到達しなかったはずの思想である。特に我々は，彼の工場法思想 

における究極的な意義を，労働者の保護と自立に向けての二重の性格において把握する。これは彼 

の出発点としてのパターナリズムのモチーフとは明確に異なった到達点と言える。労働者の地位を 

社会的な関係性において認識し，その保護を通しての自立化を志向する彼の思想的意義は，大河内

注(99) G. Kitson Clark, ‘Statesm an in D isg u ise / Historical Journal, V o l.I I . N o . 1,1959. p, 38.
(1 0 0 )チャドウィダクによる改ホとその帰結については，S. E. F iner, op, d t . , に群しいが，個別的に，新救貧法が激し 

い反ズ'i述動の中で挫折してゆく過程は，N* C. Edsall, The Anti-Poor Law MovemetUt 1833-44, 1971,に，ま.た 

1847年の公衆衛生法が関述する利鎌 )aj体の手で1854年ついに鹿止される過程については，F. Sheppard, London 
1 8 08 -1 8 7 0 : The Infernal Wen London, 1971, Chapter 7.
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(101)
教授のいわゆるr社会政策の二重性j とも関連するものはであるまいかe

イギリス工場法思想の源流（その2 )

(慶應義塾大学大学院経済学科研究科研究生）

注(1 0 1 )大河内教授は' 、イマンの社会政策論にik:づいて，社会政策におけるr保守的ニ牢新的ニ性 J を論じている。大河内 

" 男 r社会政策の形而上学』箸作集第21：巻所収。
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